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宇美町では収入確保のため、有料広告を掲載しております。なお、広告主及び広告内容については、町が推奨するものではありません。

受け取りましたか？
赤ちゃん絵本

宇美町立図書館　℡９３２―０６００

　宇美町では、ブックスタートで、７ヶ月健診を

受けられた方を対象に赤ちゃん絵本の配付をして

います。

◆持ってくるもの　母子手帳

◆配付期間　健診日から翌月末まで

　　　　　　（例：10月受診の場合は 11月末まで）

◆配付場所　町立図書館

※受取り期間を過ぎている方は、図書館にご相談

　ください。

役場職員を語る
不審電話にご注意ください

総務課　℡９３２―１１１１

　役場職員を名乗る不審電話が、町内で発生して

います。概要は以下のとおりです。

◆概要

　後期高齢者医療保険の被保険者宅に宇美町役場

　の職員と名乗る女性から電話があり、保険料の

　還付金があるので、東福岡社会保険事務所に電

　話してほしいといわれた。案内された番号に電

　話したところ、カードでないと手続きできない

　と言われた。

　役場から、銀行などのＡＴＭへ案内するよう

な電話をすることはありません。　

　不審な電話には十分注意され、もし不審な

電話があった場合には、役場に確認をしてく

ださい。

広告

　平成 24年度「明るい選挙啓発ポスターコンクー

ル」糟屋地区審査会が、９月 13日（木）に新宮町役

場で開催されました。応募総数５，６６４点の中か

ら、入賞作品 24点が選ばれ、そのうち９点の作品

が宇美町からの入賞でした。

　また、９月末に行われた福岡県審査会でも、２点

の作品が入賞しました。これらの入賞作品と、糟

屋地区審査会、福岡県審査会への出展作品を展示

します。

　ぜひ一度、ご観覧にお越しください。

◆展示場所　　

　うみ・みらい館（宇美町地域交流センター）

　１階展示コーナー

◆展示期間　11月 23日（金）～ 12月 27日（木）

◆時間　８時半～ 21時半（休館日を除く）

平成24年度「明るい選挙
啓発ポスターコンクール」
入賞作品を展示します

住民課住民係　℡９３２―１１１１

平成25年度学校給食用物資
納入業者登録申請のご案内

学校教育課　℡９３４―２２４５

　平成25年度学校給食用物資納入業者の登録申請

を希望される方は学校教育課までお問い合わせく

ださい。

◆受付期間 11 月 15（木）～ 12 月 28 日（金）

さんさん21協力員大募集!!

産業振興課　℡９３４―２２２３

「健康づくりのために地域の皆さんと
一緒に農作業をしませんか？」

　宇美町では、保有する町有地を活用して、地域の特色

を活かした農産物等の特産品開発への取り組みと、多く

の人々の生き甲斐作りを組み合わせた、宇美町農産物等

地域特産品プロジェクト「さんさん 21」という事業を実

施し、地域振興と地域活力の向上を目指しています。年

齢制限はありません！是非一緒に活動しましょう！！

◆活動内容

　○毎週土曜日に農作物の栽培等の作業をしています。

　○収穫した野菜を小学校や保育園の給食の材料とし

　　て納品したり、町のイベント等で販売したりしてい

　　ます。

　○町内の中学校の農業体験学習の一環として、収穫や

　　畑の整備等を教えています。

　○会費は年間一人２，０００円です。

◆こんなものを作っています！！

　さつま芋を栽培して、宇美町の水を使った、宇美町の

　特産物としての、本格芋焼酎「宇美さん燦」の製造を

　しています。

　その他、じゃが芋、玉ねぎ、にんにく、里芋、大根、

　なす等いろんな野菜を栽培します。

宇美都市計画「都市計画道路の
変更」案の縦覧のお知らせ

都市整備課　℡９３４―２２４４

◆案の縦覧を行うもの（宇美町決定）

　①３・３・７号　長谷辻荒木線

　②３・４・12号　西明寺湯ハカシ線

　③３・４・13号　早見原田線

　④３・４・14号　早見木河線

　⑤３・４・15号　平成ひばりケ丘線

　⑥３・４・16号　木河志免線

　⑦３・４・17号　正法障子岳線

　⑧３・４・18号　障子岳山ノ内線

　⑨３・４・21号　西明寺下宇美線

◆案の縦覧を行うもの（福岡県決定）

　①３・３・１号　志免宇美線

　②３・３・２号　粕屋宇美線

　③３・３・９号　大野城長谷線

　④３・３・10号　木河太宰府線

　⑤３・４・６号　四王寺坂若草線

　⑥３・４・８号　辻荒木佐谷線

　⑦３・４・11号　下宇美炭焼線

◆期間　11月 27日（火）～ 12月 11日（火）

　　　　※土日祝日を除く

◆場所・時間　

　○宇美町役場都市整備課　８時半～ 17時 15分

　○福岡県建築都市部都市計画課（県庁７階）

　　８時半～ 17時 45分

◆意見書の提出　

　町民及び利害関係者で都市計画変更案に意見のある

　方は、12月 11日（火）（必着）までに宇美町長または、

　県知事（町経由可）あてに意見書を提出することがで

　きます。

　なお、町および県のホームページにも掲載します。

◆問い合わせ　

　都市整備課または　　　　　　　　

　県建築都市部都市計画課行政係　

　℡６４３ー３７１１

社会教育施設等の
臨時休館日のお知らせ

社会教育課　℡９３３―２６００

　毎年、社会教育施設等の定期利用団体による町立

学校施設（体育館）の一斉清掃を実施しております。

また、各施設の点検等をあわせて行うため、次のと

おり、社会教育施設等につきましては、臨時休館日

となります。

◆期日　12月 24日（祝）

◆休館日施設

　中央公民館、住民福祉センター、南町民センター、

　地域交流センター（図書館除く）、研修所、各社会  

　体育施設、各町立学校施設
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　うみハピネスで行ってい

る７ヶ月健診時に、赤ちゃ

んと保護者が、絵本を介し

て心ふれあう時間を持つ

きっかけをお届けできるよ

うに、絵本の紹介、読み聞

かせをしていますので、ぜ

ひご参加ください。
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